
証券コード　7236

平成29年６月８日

株　主　各　位

東京都渋谷区代々木三丁目25番３号

代表取締役
社　　　長 嘉 納 裕 躬

第115期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第115期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年６月27日（火曜日）
午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年６月28日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都渋谷区代々木三丁目25番３号

あいおいニッセイ同和損保新宿ビル３階会議室
（末尾記載の｢定時株主総会会場ご案内｣をご参照ください｡)

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第115期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第115期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

株式併合の件
定款一部変更の件
取締役７名選任の件
取締役の報酬額改定の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修

正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.trad.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

①　全般的概況

　当連結会計年度の経済環境は、米国大統領選後の円安・株高などを背景

に、企業収益環境の改善が持続し、緩やかな回復基調にあります。先行き

は、米国新政権の保護主義的な政策運営、欧州大陸諸国の選挙など海外の

政治動向において不透明な状況が続いております。

　このような状況の中、当企業集団の売上高（外貨ベース）は、日本を除

き、米国、欧州、アジアおよび中国において増加しました。営業利益（外

貨ベース）は、アジアを除き、日本、米国、欧州および中国において増益

となり、親会社株主に帰属する当期純利益についても、前期比増益となり

ました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は前期比5,475百万円増加し、107,608

百万円（5.4%増）、営業利益は1,969百万円増加し、3,216百万円（157.9%

増）、経常利益は2,120百万円増加し、3,544百万円（148.9%増）、親会社

株主に帰属する当期純利益は1,277百万円増加し、2,022百万円（171.4%増）

となりました。

②　セグメント別概況

＜日本＞

　自動車用売上高は、主要客先の当社受注機種の販売が好調に推移した

ことにより、前期比増加しました。建設産業機械用売上高は、主要客先

の受注が年度後半にかけて回復したことにより、前期並みとなりました。

空調機器用売上高は、主要客先の内製化により、受注が大幅に減少しま

した。この結果、当該セグメントの売上高は、458百万円減少し、51,521

百万円となりました。

　営業利益は、材料価格低下等の影響により、前期比816百万円増加し、

777百万円となりました。
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＜米国＞

　自動車用売上高は、新規受注した機種の量産開始と、第１四半期に新

規株式取得したTripac International Inc.の売上が新たに加わったこ

とにより、前期比大幅に増加しました。この結果、当該セグメントの売

上高は、外貨ベースで、前期比16.3％の増加となりました。円貨ベース

では、2,875百万円増加し、26,003百万円となりました。

　営業利益は、生産混乱が収束し、前期比631百万円増加しましたが、人

件費、スクラップ費用等が高止まりし、△334百万円となりました。外貨

ベースでは、64.2％の増益となりました。

＜欧州＞

　チェコにおいて空調機器用売上高が大幅に増加したため、当該セグメ

ントの売上高は、外貨ベースで、前期比30.0％の大幅な増加となりまし

た。円貨ベースでは、788百万円増加し、3,866百万円となりました。

　営業利益は、前期比26百万円増加し、△284百万円となりました。外貨

ベースでは、12.7％の増益となりました。

＜アジア＞

　自動車用売上高は、二輪用がタイとベトナムにおいて増加し、四輪用

は、インドネシアにおいて増加しました。この結果、当該セグメントの

売上高は、外貨ベースで、前期比19.1％の増加となりました。円貨ベー

スでは、2,273百万円増加し、15,636百万円となりました。

　営業利益は、タイにおいて、四輪用新機種立ち上げに伴う費用増加等

の影響により、前期比43百万円減少し、986百万円となりました。外貨ベ

ースでは、0.4％の減益となりました。

＜中国＞

　自動車用売上高は、新規受注機種の量産開始と小型車減税措置の影響

により、主要客先の受注が増加しました。建設産業機械用売上高は、ア

セアンおよび韓国向けの受注増と中国国内市場回復による受注増が寄与

したことにより、増加しました。この結果、当該セグメントの売上高は、

外貨ベースで、前期比22.8％の増加となりました。円貨ベースでは、

1,047百万円増加し、9,593百万円となりました。

　営業利益は、前期比428百万円増加し、1,717百万円となりました。外

貨ベースでは、45.8％の増益となりました。
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＜その他＞

　国内連結子会社における運送業等の事業活動を含むその他セグメント

の売上につきましては、当該セグメントの国内３子会社の決算日を前年

度、12月から３月に変更したことに伴い、前年度の売上が３ヵ月分多く

計上されたことにより、前期比1,049百万円減少し、986百万円となりま

した。

(2) 設備投資等の状況

　当連結会計年度の設備投資は、国内における既存設備の更新や米国、ア

ジアおよび中国の子会社における新規受注品の生産設備を中心に、5,551百

万円の設備投資を行いました。

(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度における有利子負債は、主にリース債務の圧縮等により、

前連結会計年度比444百万円減少しました。

短期借入金 4,256百万円

１年内返済予定長期借入金 922百万円

リース未払金 572百万円

長期借入金 9,473百万円

長期リース未払金 631百万円

合計 15,856百万円
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(4) 対処すべき課題

①　当社グループは、平成25年から開始した４ヵ年の第10次中期経営計画

『Ｔ．ＲＡＤ-10』において、全てのステークホルダー（株主様、お客様、

仕入先様、会社近隣の方々、従業員）の皆様から企業活動に対して信頼を

得る『信頼される企業』、世界市場で勝ち抜くことのできる企業となる『グ

ローバル成長』を基本戦略と定めています。

　当連結会計年度は、最優先事項として、「利益体質への変革」を目指し、

原価低減と競争力向上のため「生産性向上」「調達額低減」「経費のムダ

排除」を推進するともに米国連結子会社　T.RAD North America, Inc.(以

下略、TRA)の収益向上に全社で総力を挙げて取組んでまいりました。

　また、『信頼される企業』として、「やりきる体質への変革」を掲げ、

「安全衛生」「コンプライアンス」「品質」「人財育成」に係る活動を見

直し、強化いたしました。

　世界市場で発展するため、「選択と集中」のグローバル戦略に基づき、

軽自動車用から大型建設機械用まで対応するＳＭＡＲＴ（※）シリーズを

更に充実させるとともに、次世代の環境貢献商品の展開として、ＥＧＲク

ーラ、ケーシングレス・オイルクーラ、水冷チャージ・エアクーラなど、

小型軽量で高性能な商品の開発を進め、世界市場の販売拡大を推進してお

ります。

（※　SMARTとは：SliM & Advanced Radiator Technology、

当社の技術の粋を集めた世界トップレベルのラジエータ）

　グローバルネットワーク強化の一環として、平成28年４月にTRAが、北米

における小型四輪バギー向けファンモータNo.1シェアのTripac 

International Inc.を子会社化いたしました。

　また、平成29年３月に中国とアセアン地域における商品開発の迅速化な

らびにお客様宛タイムリーな提案を行うために、中国の江蘇省常熟市（東

洋熱交換器（常熟）有限公司内）に研究開発センターを新たに開設し、４

月から業務を開始しています。
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②　その他

　当社は、自動車用ラジエータおよび電動ファンの取引に関し、独占禁止

法違反（不当な取引制限の禁止）があったとして、平成24年11月に公正取

引委員会より排除措置および課徴金納付命令を受けました。また、TRAにお

いて、自動車部品（ラジエータ他）の販売に関して米国独占禁止法に違反

したとして、平成25年９月に米国司法省との間で罰金を支払うこと等を内

容とする司法取引契約を締結いたしました。また、当社およびTRAは、米国

ミシガン州東部地区連邦裁判所に提起された集団民事訴訟について、平成

26年10月に原告との間で和解の合意をいたしました。

　当社およびTRAは、米国およびカナダにて、いくつかの同種の訴訟が提起

されておりますが、今後開示すべき重要事項が発生した場合は、速やかに

開示してまいります。

　当社は、このような結果に至ったことを厳粛に受け止め、再発防止の観

点から、規定やガイドラインの見直し、従業員への教育研修、定期的な監

査等の諸施策を実施し、独禁法遵守の再徹底を図っております。今後も、

これまで徹底してきたコンプライアンス体制をより一層強化し、再発防止

策の徹底を図るとともに、信頼回復に努めてまいります。

　当社は株主の皆様に対する利益還元を最重要政策として位置付けており

企業体質の改善と経営基盤の強化を図りながら、株主の皆様に対し業績に

裏付けられた適正な成果の配分を行います。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜ります

ようお願い申しあげます。
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(5) 財産および損益の状況の推移

①　企業集団の財産および損益の状況の推移

区　　　　分 平成25年度 平成26年度 平成27年度
平成28年度

(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円) 95,248 103,442 102,132 107,608

営 業 利 益 (百万円) 4,145 3,300 1,247 3,216

経 常 利 益 (百万円) 4,999 3,656 1,424 3,544

親会社株主に帰属
する当期純利益

(百万円) 2,046 484 745 2,022

総 資 産 額 (百万円) 72,143 82,408 78,764 79,213

純 資 産 額 (百万円) 42,077 44,848 41,855 42,385

１株当たり純資産額 (円) 496.90 531.56 497.69 521.05

１株当たり当期純利益 (円) 24.91 5.89 9.07 25.27

自 己 資 本 比 率 (％) 56.6 53.0 51.9 52.40

②　当社の財産および損益の状況の推移

区　　　　分
平成25年度
第112期

平成26年度
第113期

平成27年度
第114期

平成28年度
第115期(当期)

売 上 高 (百万円) 58,282 60,448 58,558 56,834

営業利益又は営業
損 失 （ △ ）

(百万円) △135 △783 △44 790

経 常 利 益 (百万円) 2,168 1,983 1,912 2,856

当期純利益又は当
期純損失（△）

(百万円) 290 △356 880 1,904

総 資 産 額 (百万円) 50,905 55,276 52,713 52,391

純 資 産 額 (百万円) 29,889 29,456 28,452 29,801

１株当たり純資産額 (円) 363.31 358.09 345.93 374.30

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損 失 （ △ ）

(円) 3.53 △4.35 10.72 23.80

自 己 資 本 比 率 (％) 58.6 53.2 53.9 56.90
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(6) 主要な事業内容（平成29年３月31日現在）

　当社グループは自動車用その他各種内燃機関用等のラジエータおよびオイ

ルクーラ等ならびに空調機器用エバポレータ・コンデンサ等の製造・販売を

行っております。

(7) 主要な営業所および工場（平成29年３月31日現在）

企業集団の主要な営業所および工場

（当社）

本社 東京都渋谷区代々木三丁目25番３号

生産拠点

秦野製作所 （神奈川県秦野市）

名古屋製作所 （愛知県知多郡東浦町）

滋賀製作所 （滋賀県東近江市）

開発拠点

営業・技術本部 （神奈川県秦野市、愛知県名古屋市、

　滋賀県東近江市）

生産技術センター （愛知県名古屋市、滋賀県東近江市）

営業拠点

自動車営業部

建産機営業部

大阪営業部

（東京都千代田区、愛知県名古屋市）

（神奈川県秦野市）

（大阪府大阪市）

－ 8 －



（海外子会社）

T.RAD North America,Inc. （ケンタッキー州、アメリカ）

T.RAD (THAILAND) Co.,Ltd. （チャチェンサオ県、タイ）

東洋熱交換器（中山）有限公司 （中山市、中国）

T.RAD Czech s.r.o. （ウンホスト市、チェコ）

PT. T.RAD INDONESIA （ブカシ市、インドネシア）

TRM Corporation B.V. （アムステルダム市、オランダ）

TRM LLC  (ニジニノヴゴロド市、ロシア）

済寧東洋熱交換器有限公司 （済寧市、中国）

東洋熱交換器（常熟）有限公司 （常熟市、中国）

T.RAD(VIETNAM)CO.,LTD. （ハナム省、ベトナム）

　　　　Tripac International Inc.

　　　　東洋（常熟）熱交換器

　　　　研発中心有限公司

（国内子会社）

（テキサス州、アメリカ）

（常熟市、中国）

東和運輸株式会社 （愛知県知多郡東浦町）

アスニ株式会社 （神奈川県秦野市）

東和興産株式会社 （愛知県名古屋市）
 

（注）１．平成28年４月１日付で、T.RAD North America,Inc.がTripac International Inc.を子

会社化いたしました。

２．平成29年３月７日付で、東洋（常熟）熱交換器研発中心有限公司を設立いたしました。
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(8) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社の状況

　親会社はありません。

②　重要な子会社の状況

会　社　名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

T.RAD North
America,Inc.

70,000
千米ドル

100.0％ 熱交換器の製造・販売（米国）

T.RAD(THAILAND)
Co.,Ltd.

390,500
千THB

100.0％ 熱交換器の製造・販売（タイ）

東洋熱交換器(中山)
有限公司

107,601
千元

90.0％ 熱交換器の製造・販売（中国）

T.RAD Czech
s.r.o.

250,000
千CZK

90.0％ 熱交換器の製造・販売（チェコ）

PT. T.RAD INDONESIA
7,300

千米ドル
90.0％ 熱交換器の製造・販売（インドネシア）

TRM Corporation
B.V.

26,172
千EUR

75.0％
ロシアにおける熱交換器の製造・販
売会社の持株会社（オランダ）

TRM LLC
1,059,742

千RUB
75.0％ 熱交換器の製造・販売（ロシア）

済寧東洋熱交換器
有限公司

3,000
千元

90.0％ 熱交換器の製造・販売（中国）

東洋熱交換器(常熟)
有限公司

17,000
千米ドル

90.0％ 熱交換器の製造・販売（中国）

T . R A D ( V I E T N A M )
CO.,LTD.

6,300
千米ドル

100.0％ 熱交換器の製造・販売（ベトナム）

Tripac
International Inc.

4,166
千米ドル

89.6％ 熱交換器の製造・販売（米国）

東洋(常熟)熱交換器
研発中心有限公司

1,500
千米ドル

100.0％ 熱交換器の開発（中国）

東和運輸株式会社
48,900
千円

100.0％ 貨物自動車運送（日本）

アスニ株式会社
15,325
千円

100.0％ 熱交換器の販売（日本）

東和興産株式会社
334,720

千円
100.0％ 不動産管理業等（日本）

 
（注）１．平成28年４月１日付で、T.RAD North America,Inc.がTripac International Inc.を子

会社化いたしました。

２．平成29年３月７日付で、東洋（常熟）熱交換器研発中心有限公司を設立いたしました。
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(9) 使用人の状況（平成29年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

セグメントの名称 使用人数（名） 前連結会計年度末比増減（名）

日本 1,531 6増

米国 761 196増

欧州 204 3増

アジア 798 35増

中国 390 64増

報告セグメント計 3,684 304増

その他 114 2増

合計 3,798 306増

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 （ 名 ） 前期末比増減（名） 平 均 年 齢 （ 歳 ） 平均勤続年数（年）

1,531 6増 40.4 17.6

（注）使用人数には当社連結子会社への出向者を除いております。

(10) 主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高 （ 百 万 円 ）

株式会社みずほ銀行 8,443

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,538

株式会社三井住友銀行 1,006

三井住友信託銀行株式会社 1,660
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２．会社の株式に関する事項（平成29年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 150,000,000株

(2) 発行済株式の総数 79,618,711株

（自己株式数3,825,346株を除く。）

　１単元の株式の数は1,000株であります。

(3) 株主数 9,068名

(4) 大株主の状況（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社 3,735千株 4.6％

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託
みずほ銀行口再信託受託者資産管理
サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社

3,537 4.4

テ ィ ラ ド 取 引 先 持 株 会 3,056 3.8

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

2,523 3.1

株 式 会 社 陣 屋 2,261 2.8

クリアストリーム バンキング エス エー 2,243 2.8

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

2,239 2.8

ステート　ストリート　バンク　アンド
ト ラ ス ト 　 カ ン パ ニ ー 　 5 0 5 0 0 1

2,143 2.6

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 1,928 2.4

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,916 2.4

（注）１. 当社は、自己株式を3,825,346株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており

ます。

　　　２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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３．新株予約権等に関する事項

新株予約権等に関する重要な事項（平成29年３月31日現在）

　　　　該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等（平成29年３月31日現在）

会社における地位 氏　　　名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 嘉 納 裕 躬

常 務 取 締 役 松 本 正 弘 アジア､中国事業管掌

常 務 取 締 役 山 形 勘 司 欧州事業管掌

常 務 取 締 役 百 瀬 芳 孝
北米事業管掌
営業､技術､経営企画､品質担当

取 締 役 山 﨑 　 徹
生産､TPS､TPM､業務開発､資材､国際事業部担当
東洋熱交換器（中山）有限公司取締役董事長
東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長

取 締 役 宮 﨑 富 夫
株式会社陣屋代表取締役
株式会社陣屋コネクト代表取締役

常 勤 監 査 役 難 波 道 弘

常 勤 監 査 役 渡 辺 　 博

監 査 役 勝 田 正 文 早稲田大学教授

監 査 役 大 庭 康 孝
公認会計士大庭事務所所長
株式会社大庭マネジメントコンサルタンツ代表
取締役

（注）１．取締役宮﨑富夫氏は、社外取締役であります。

２．監査役勝田正文氏および監査役大庭康孝氏は、社外監査役であります。

３．取締役宮﨑富夫氏および監査役勝田正文氏、監査役大庭康孝氏は、東京証券取引所規

則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

４．監査役大庭康孝氏は公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。

５．平成29年４月１日付をもって常務取締役の担当および重要な兼職の状況は次のとおり

となりました。

会社における地位 氏　　　名 担当および重要な兼職の状況

常 務 取 締 役 百 瀬 芳 孝
北米事業管掌
営業､技術､品質担当
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(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区　　分 員　　数 報酬等の額

取　締　役
（うち社外取締役）

６名
（１名）

189百万円
（６百万円）

監　査　役
（うち社外監査役）

４名
（２名）

37百万円
（12百万円）

合　　　計
（うち社外役員）

１０名
（３名）

227百万円
（19百万円）

 (注) １．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第104期定時株主総会において年額

250百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第104期定時株主総会において年額50

百万円以内と決議いただいております。

４．上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。

・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額　　取締役　５名　53百万円

・ストックオプションによる報酬額　　　　　　　取締役　５名　０百万円

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および各社外監査役との間では、会社法第427条第１項の規定により、

同第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約に基づく

賠償責任限度額は、法令が定める額としています。

(4) 社外役員に関する事項

①　重要な兼職先と当社との関係

・取締役宮﨑富夫氏は、株式会社陣屋の代表取締役および株式会社陣屋コネクトの代表取

締役を兼務しております。

　なお、当社は株式会社陣屋および株式会社陣屋コネクトとの間には特別の関係はありま

せん。

・監査役勝田正文氏は、早稲田大学教授を兼務しております。

　なお、当社は早稲田大学との間には特別の関係はありません。

・監査役大庭康孝氏は､公認会計士大庭事務所の所長および株式会社大庭マネジメントコ

ンサルタンツの代表取締役を兼務しております。

なお、当社は公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツと

の間には特別の関係はありません。

－ 14 －



②　当事業年度における主な活動状況

出席状況および発言状況

取締役 宮　﨑　富　夫
取締役会に17回中17回出席しています。取締役会にお
いて経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当
社の経営全般に関する発言を行っております。

監査役 勝　田　正　文

取締役会に17回中15回、監査役会に17回中15回出席し
ています。取締役会において大学教授の立場から機械
工学の専門家としての識見をもって、とりわけ技術面
における意見を述べております。
監査役会においては、社外監査役として行った監査の
報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜
質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を
述べております。

監査役 大　庭　康　孝

取締役会に17回中17回、監査役会に17回中17回出席し
ています。取締役会において主に公認会計士の見地か
ら意見を述べるなど、それぞれ取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行って
おります。
監査役会においては、社外監査役として行った監査の
報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜
質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を
述べております。
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５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

  新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 45百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 45百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

　　　２．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」

を踏まえ、前事業年度の会計監査人の職務執行状況のほか、監査計画と実績の比較お

よび新事業年度の報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の

報酬等につき、会社法第３９９条第１項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該

当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査

人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初

に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報

告いたします。
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(5) 当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけ

るこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）が当該株式会社の子

会社(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)

の監査(会社法または金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令

を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実

　当社の重要な子会社のうち海外子会社については、当社の会計監査人以外

の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を

有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に

相当する法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

(6) 過去２年間に業務の停止の処分を受けた者に関する事項

　当社の会計監査人は、平成２７年１２月２２日、金融庁から、契約の新規

の締結に関する業務の停止３ヶ月（平成２８年１月１日から同年３月３１日

まで）の処分を受けました。
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６．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制その他業務の適正を確保する体制

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保

するための体制

①　当社の取締役および従業員が、社会の一員として社会的責任を果たし信

頼される企業となるために、「法令遵守規定」を制定しており、法令・

企業倫理および社内規定遵守の観点から適切な日常行動を取り続けるよ

う教育・研修を通じ徹底を図る。

②　ＣＳＲ統括室を設置し、企業責任を保証出来る体制を作り上げる。また、

コンプライアンスに関する社内報告・相談体制のひとつの手段として「投

書箱」を設置しており、法令違反やコンプライアンスに関する問題の早

期発見と解決を図っている。

③　内部監査を行う専担部門として業務執行部門から独立した内部監査室を

設置し、専担者を置き、内部監査規定を定め、内部監査マニュアルを作

成し、社内業務が法令・社内規定等に準拠しているかどうかを検証する。

なお、内部監査室は社長直轄とし、監査役とも緊密な連携を図るものと

する。

　なお、平成18年６月に成立した金融商品取引法第24条の４の４「財務計算

に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価」(所謂J-

SOX法)は、当社の場合、平成21年３月期から適用された。内部統制の構築に

当たる経営者以下の責任者および全社的な管理体制など経営者が定めるべき

基本方針についても、平成20年３月の取締役会において決議し、「ティラド

内部統制基本方針」として社内規定化して、財務報告の信頼性の確保に努め

ている。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

①　取締役会等経営に係る諸会議の議事録や重要な情報、および当社の株主、

顧客、仕入先などのステークホルダーに関する重要情報については、そ

の保護の観点から「重要情報管理要領」に従い情報漏洩の未然防止を図

っている。

②　職務の執行に係る重要な文書（電磁的媒体も含む）は「文書管理規定」

の見直しを行い、その定める方法により、整理、保管、保存またその廃

棄を行う。
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(3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

①　「リスクマネジメント基本規定」を定め、自然災害や火災等のみならず

会社の存続に係る重要なリスクを適切に認識し評価した上で、それらリ

スクを適切に管理するための管理体制を構築する。自然災害や火災等の

危機発生時の危機管理体制については、会社の事業継続を図る観点から

「TRAD事業継続計画書」「危機管理基本要領」を定めており、それら規

定により、危機発生時の対応を適切に図る。なお、規定等は随時、新設・

改定を行うものとする。

②　内部監査室は、必要によりリスク管理体制の有効性・効率性について検

証を行う。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　「取締役会規定」に基づき、取締役会は原則として毎月１回開催し、経

営の基本方針、法令で定められている事項やその他経営に関する重要事

項の審議を行っている。なお、経営監視機能と職務執行機能を分離する

ため、執行役員制度を導入し、取締役会は、基本方針の経営意思決定と

業務の執行を監督する機能として位置づけている。

②　機動的な経営意思決定に資することを目的とし、全社重要方針や施策の

実施、および経営管理に必要な情報の報告を行うための会議体として、

「経営会議規定」に基づき毎月１回経営会議を、更に、迅速な経営判断

を行うため、原則として毎月１回役員会を開催し経営効率の向上を図っ

ている。

③　業務の運営に関しては、将来の事業環境を踏まえ、当社および各子会社

の目標値を中期経営計画および年度方針・予算として策定し、それに基

づく実績管理を行っている。

④　内部監査室は、必要により業務の執行状況の有効性・効率性に関し検証

し、改善に向けた提言を行う。

(5) 会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適

正性を確保するための体制

①　当社取締役等から構成される「海外現地法人会議」および「国内関連子

会社会議」を年２回以上開催し、国内・海外の業績実績の報告・評価お

よび計画の承認が行われる体制を構築する。

②　当社グループ全体が社会的責任を果たし信頼されるグループとなるため、

グループ全体に適用される行動指針として、「株式会社ティラド企業行

動理念」を定め、グループ全体での共有・浸透を図る。

③　「グループ会社管理規定」および「グループ会社管理決裁権限要領」を

定め、それに基づき子会社の経営管理を行い、業務の適正性の確保を図

る。
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④　内部監査室は、必要に応じ子会社各社の担当部署と連携し子会社各社業

務の法令・規定等に関する準拠性、および業務の有効性・効率性の検証

を行う。

⑤　当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、重要な子会社に対

し以下の体制の構築を求め、そのために必要な指導・助言を行う。

(i)　　各子会社は、リスク管理に関する基本方針を定め、リスクに応じ適

切な情報伝達と緊急体制を整備する。また、各子会社は、大規模地

震、火災等の自然災害に備えた事業継続、緊急事態対応および防災

訓練等に関する規定を定め、危機発生時の対応を適切に行う。

(ii)　 各子会社は、「行動倫理規定」を定め、法令および企業倫理・社内

規定を遵守して適切な行動をとるように教育・研修を行い、コンプ

ライアンスについて周知徹底を図る。また、各子会社は、各社に応

じた内部監査制度、内部通報制度等を構築してコンプライアンスを

確保し、これに反する事態が生じたときは適切な是正措置をとる。

(iii)　各子会社は、それぞれ職務権限規程、決裁規定等を整備し、意思決

定や業務執行の透明化と効率化を図る。また、各子会社は、当社の

経営方針や中期計画、これらに基づいて作成された年度方針の進捗

状況をチェックできる体制を整備し、各子会社の代表取締役は定期

的にレビューを行う。

(iv)　 各子会社は、重要情報管理要領を制定し、各子会社の運営に係る諸

会議の議事録その他の記録や重要な情報（各子会社のステークホル

ダーに関する重要情報を含む）を適切に管理し、情報漏洩等を未然

に防止する。

⑥　当社は、グループ会社管理規定に基づき、子会社の自主性を尊重しつつ、

事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項について

の事前協議を行う。

⑦　子会社において、不正の行為、法令・定款もしくは社内規定に反する重

大な事実、その他当該子会社または当社グループに重大な損害が発生す

るおそれがある事実が発見された場合、子会社の役員または従業員は、

ただちに当社に報告し、また報告を受けた者は、ただちにその事実を監

査役に報告する制度を整備する。

⑧　各子会社は、前項の報告をした子会社の役員または従業員が、それによ

って不利益を受けることがないような通報制度を整備する。
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(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項

　監査役が求めた場合、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこと

とし、その必要性および人事については取締役と監査役が協議して決定する。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

①　監査役の補助者は、業務の執行に係る職務を兼務しない。

②　監査役の補助者の異動等人事に関する事項については、監査役と事前協

議する。

(8) 取締役および使用人が監査役会または監査役に報告するための体制その他

監査役への報告に関する体制

①　取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発

見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。また、監査役は

いつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して、報告を求めるこ

とができる。

②　監査役に報告した者については、異動、人事評価および懲戒等において、

通報の事実を理由に不利益な取扱いはできないこととする。

③　監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、重要な意思決定の過程およ

び業務の執行状況を把握する。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役は、実効的な監査を行うため、内部統制システムの整備等に密接

に関連する部署である内部監査室やＣＳＲ統括室と十分な連携を図る。

②　監査役は、その職務の執行について生ずる費用について、会社から前払

又は償還を受けることができる。
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７．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制その他業務の適正を確保する体制―運用状況の概要

(1) 職務執行の効率性の確保のための取り組み

　当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取

締役会を毎月１回開催しています。さらに、機動的な経営意思決定のため、

当社取締役および幹部職員をメンバーとする経営会議を毎月１回開催し、ま

た、同メンバーによる、重要案件の承認のための役員会も毎月１回開催して

います。

　方針やその他業務の進捗、展開状況については、約３か月に１回、当社取

締役を評価者として、業務のレビューを実施し、方針等が適切に進捗してい

るかの確認を行っています。

(2) 子会社における業務の適正を確保するための取り組み

　当社では、子会社における業務が適正に行われることを確保するため、当

社の内部監査部門が中心となって監査を実施してガバナンス体制の検証およ

び見直しを行い、体制の整備を行っています。

(3) コンプライアンスに対する取り組み

　当社の役職員に向けてコンプライアンスの重要性に関するメッセージを発

信すると共に、コンプライアンス研修やモニタリングを実施するなど、コン

プライアンス意識の向上に取り組んでいます。

　また、コンプライアンス推進のための会議体を通じて、全体への周知事項

の徹底や、改善項目の討議、規定・要領の改定検討など、関連する様々な案

件を議論し、意識向上と体制づくりを進めています。

(4) 監査役監査の実効性の確保のための取り組み

　当社の監査役は、当社の取締役会に出席し、重要案件についての報告を受

けているほか、取締役や役職員から聴取を行うなど、業務の執行状況を直接

的に確認しています。

（文中における金額は、表示単位未満を切り捨て表示しております。）
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年３月31日現在）

（単位：百万円）

科　　　　　　目 金　　　額 科　　　　　　目 金　　　額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

37,598

6,025

19,198

2,461

499

1,889

514

4,180

652

2,260

△83

41,615

29,607

6,326

15,914

2,541

2,461

2,362

959

11,047

8,762

212

196

1,904

△28

流 動 負 債 24,465

支払手形及び買掛金 9,745

電 子 記 録 債 務 2,949

短 期 借 入 金 4,256

１年内返済予定長期借入金 922

未 払 費 用 2,205

未 払 法 人 税 等 539

賞 与 引 当 金 1,276

役 員 賞 与 引 当 金 53

製 品 保 証 引 当 金 104

株 主 優 待 引 当 金 41

営業外電子記録債務 352

そ の 他 2,020

固 定 負 債 12,362

長 期 借 入 金 9,473

退職給付に係る負債 81

役員退職慰労引当金 2

繰 延 税 金 負 債 1,977

そ の 他 828

負 債 合 計 36,827

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 39,289

資 本 金 8,545

資 本 剰 余 金 7,473

利 益 剰 余 金 24,162

自 己 株 式 △891

その他の包括利益累計額 2,195

その他有価証券評価差額金 1,148

為 替 換 算 調 整 勘 定 550

退職給付に係る調整累計額 496

非支配株主持分 900

純 資 産 合 計 42,385

資 産 合 計 79,213 負 債 及 び 純 資 産 合 計 79,213

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 107,608

売 上 原 価 95,944

売 上 総 利 益 11,664

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,447

営 業 利 益 3,216

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 285

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 387

そ の 他 180 853

営 業 外 費 用

支 払 利 息 236

為 替 差 損 276

投 資 事 業 組 合 運 用 損 0

そ の 他 12 525

経 常 利 益 3,544

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 16

投 資 有 価 証 券 売 却 益 333

新 株 予 約 権 戻 入 益 37 388

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 24

固 定 資 産 除 却 損 142

減 損 損 失 354

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 0

課 徴 金 等 592 1,115

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,817

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,013

法 人 税 等 調 整 額 △303 710

当 期 純 利 益 2,107

非支配株主に帰属する当期純利益 84

親会社株主に帰属する当期純利益 2,022

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

　（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成28年４月１日期首残高 8,545 7,473 22,625 △405 38,238

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △485 △485

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

2,022 2,022

自 己 株 式 の 取 得 △485 △485

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

連結会計年度中の
変 動 額 合 計

－ － 1,537 △485 1,051

平成29年３月31日期末残高 8,545 7,473 24,162 △891 39,289

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権
非 支 配
株 主 持 分

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整
累 計 額

その他の包
括利益累計
額 合 計

平成28年４月１日期首残高 695 1,590 356 2,642 37 936 41,855

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △485

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

2,022

自 己 株 式 の 取 得 △485

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

453 △1,040 140 △446 △37 △36 △520

連結会計年度中の
変 動 額 合 計

453 △1,040 140 △446 △37 △36 530

平成29年３月31日期末残高 1,148 550 496 2,195 － 900 42,385

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等

１．連結の範囲に関する事項

　 連結子会社の数　　　15社

T.RAD North America,Inc.、東和運輸㈱、T.RAD (THAILAND) Co.,Ltd.、アスニ㈱、

東和興産㈱、東洋熱交換器（中山）有限公司、T.RAD Czech s.r.o.、

PT. T.RAD INDONESIA、TRM Corporation B.V.、TRM LLC、済寧東洋熱交換器有限公司、

東洋熱交換器（常熟）有限公司、T.RAD(VIETNAM)CO.,LTD.、

Tripac International Inc.、東洋（常熟）熱交換器研発中心有限公司

２．持分法の適用に関する事項

　 持分法適用の関連会社数　　３社

TORC Co.,Ltd.、TATA TOYO RADIATOR Ltd.、青島東洋熱交換器有限公司

３．連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項

当連結会計年度からTripac International Inc.及び東洋（常熟）熱交換器研発中心有限

公司を連結の範囲に含めております。Tripac International Inc.については、当連結会計

年度において米国子会社であるT.RAD North America,Inc.が株式を新たに取得したことに

より、東洋（常熟）熱交換器研発中心有限公司については、当連結会計年度において新た

に出資を行ったことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めることとしたものであ

ります。

４．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、T.RAD North America,Inc.他在外連結子会社11社の決算日は12月31

日であります。

連結計算書類の作成にあたっては同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

なお、連結子会社のうち、アスニ㈱、東和運輸㈱及び東和興産㈱の決算日は、連結会計

年度の末日と一致しております。

５．会計方針に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの…………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの…………総平均法による原価法

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）

在外連結子会社は主として先入先出法による低価法
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(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

（リース資産を除く）

：主として定率法によっております。

　なお、主な耐用年数については次のとおりであります。

　建物及び構築物　　　３～60年

　機械装置及び運搬具　２～17年

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資

産については、法人税法の規定に基づき３年間で均等償

却する方法を採用しております。

在外連結子会社は主として定額法によっております。

無形固定資産

（リース資産を除く）

：当社及び連結子会社は定額法を採用しております。な

お、ソフトウェア（自社利用分）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

リース資産　　　　　　　：リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

(5) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………………売上債権及びその他の債権について貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金…………………従業員賞与に充てるため、支給見込額を計上しておりま

す。

役員賞与引当金……………役員に対して支給する賞与に備えて、支給見込額のうち、

当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

製品保証引当金……………製品のアフターサービスに対する支出に備えるため、過去

の実績を基礎にして発生見込額を計上しております。

株主優待引当金……………株主優待制度に伴う支出に備えるため、過去の使用実績率

等に基づき、発生見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金………一部の連結子会社は、取締役の退職慰労金の支出に備え

て、主として内規に基づく期末要支給額を残高基準として

計上しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理により会計処理を行っております。なお、親会社においては、為替予

約の付されている外貨建金銭債権について振当処理を行っております。また、金利スワ

ップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
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(7) 退職給付に係る会計処理の方法

　　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を、退職

給付に係る資産及び退職給付に係る負債として計上しております。

　　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法により費用処理しております。

　　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。

　　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純

資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しており

ます。

(8) のれんの償却に関する事項

　　のれんの償却については、その効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にお

いて均等償却しております。

(9) 消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(10)連結納税制度の適用

　　当社及び国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。

６．会計方針の変更

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務

上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平

成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から

定額法に変更しております。

この変更による連結計算書類に与える影響額は軽微であります。

７．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28

年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。
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Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記

１．担保提供資産

担保資産の内容及びその金額

現金及び預金 18百万円

合計 18百万円

担保に係る債務の金額

未払費用 12百万円

合計 12百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 67,260百万円

Ⅲ．連結損益計算書に関する注記

１．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上い

たしました。

場所 用途 種類
減損損失金額

（百万円）

滋賀県東近江市
当社　滋賀製作所

遊休資産 機械装置及び運搬具 18

チェコ　ウンホスト市
T.RAD Czech s.r.o.

熱交換器製造販売事業 機械装置及び運搬具 70

ﾛｼｱ　ﾆｼﾞﾆﾉｳﾞｺﾞﾛﾄﾞ市
TRM LLC

熱交換器製造販売事業 建物及び構築物 106

機械装置及び運搬具 137

その他 20

　小計 265

　合計 354

　資産のグルーピングに関しては、会社別・事業別など管理会計上の区分を考慮して決定し

ております。

　当該グルーピングに基づき、減損会計の手続きを行った結果、遊休資産につきましては、

将来の使用見込のない遊休資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、当該資産グループの回収可能価額は、

備忘価額により評価しております。

　熱交換器製造販売事業につきましては、上記の有形固定資産について、収益性の低下によ

り投資額の回収が見込めなくなったため、帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上いたしました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、T.RAD Czech 

s.r.o.においては、将来キャッシュ・フローを10％で割り引いて算定しており、TRM LLCにお

いては、将来キャッシュ・フローを18％で割り引いて算定しております。
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２．課徴金等

　自動車部品（ラジエータ他）の販売に関し、欧州・カナダの行政または司法当局において、

独占禁止法関連の調査が進行しており、前連結会計年度及び当連結会計年度におきましては、

当該調査関係費用等を特別損失として計上しております。

Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 連 結 会 計 年 度
期首株式数(千株)

当 連 結 会 計 年 度
増加株式数(千株)

当 連 結 会 計 年 度
減少株式数(千株)

当 連 結 会 計 年 度
期末株式数(千株)

発 行 済 株 式

普 通 株 式 83,444 － － 83,444

合 計 83,444 － － 83,444

自 己 株 式

普 通 株 式 1,302 2,522 － 3,825

合 計 1,302 2,522 － 3,825

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類
配 当 金 の
総額(百万円)

１ 株 当 た り
配当額 (円 )

基 準 日 効力発生日

平成28年６月28日
定 時 株 主 総 会

普通株式 246 3 平成28年３月31日 平成28年６月29日

平成28年11月４日
取 締 役 会

普通株式 238 3 平成28年９月30日 平成28年12月１日

(2) 当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議
株式の
種 類

配 当 金 の
総 額
( 百 万 円 )

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成29年６月28日
定 時 株 主 総 会

普 通
株 式

238 利益剰余金 3 平成29年３月31日 平成29年６月29日
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Ｖ．金融商品の時価等に関する注記

　１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　　　当社グループは、設備投資計画等に照らして必要な資金（主に銀行借入及びリース取

引)を調達しております。金融商品により運用する資金は、余裕資金とし、運用の対象と

する資産は、安全性、確実性、換金性を重視した流動性の高い金融商品で運用しており

ます。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引

は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

     営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、

外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

      有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式及び余資運用を目的

とした金融商品であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

      営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であり

ます。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。

      借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金

調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後５年であります。このうち一部

は、金利の変動リスクに晒されております。

    　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッ

ジを目的とした先物為替予約取引を行っております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

　　① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　　     当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的

       にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理しております。連結子会社

       についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

         デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定して

       いるため信用リスクはほとんどないと認識しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動

リスクに対して、先物為替予約を利用してヘッジしております。

　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の

財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見

直しております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた

管理規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。取引状況に

ついては、毎月担当役員に報告しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管

理

　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新す

るとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれて

おりません（注２参照）。

連結貸借対照表計上額

（百万円）

   時　価

 （百万円）

   差　額

 （百万円）

(1)現金及び預金 6,025 6,025 -

(2)受取手形及び売掛金 19,198 19,198 -

(3)有価証券 499 499 -

(4)投資有価証券 6,714 6,714 -

　 資 産 計 32,437 32,437 -

(5)支払手形及び買掛金 9,745 9,745 -

(6)短期借入金 4,256 4,256 -

(7)１年内返済予定長期借入金 922 929 6

(8)長期借入金 9,473 9,434 △38

　 負 債 計 24,397 24,365 △31

(9)デリバティブ取引（※１） (20) (20) -

（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正

味の債務となる項目については、（　）で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金

　これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

(3)有価証券及び(4)投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格

または取引金融機関等から提示された価格によっております。

(5)支払手形及び買掛金、並びに(6)短期借入金

　これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

(7)１年内返済予定長期借入金

　１年内返済予定長期借入金の時価につきましては、元利金の合計額を同様の新規借

入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(8)長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(9)デリバティブ取引

　原則的処理による為替予約の時価を記載しております。なお、時価につきまして

は、取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

－ 32 －



（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商

品の時価情報の「(4)投資有価証券」には含めておりません。

 区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)関係会社株式 1,984

(2)非上場株式 42

(3)非上場債券 20

(4)投資事業有限責任組合出資金等 0

合計 2,048

Ⅵ．賃貸等不動産の時価等に関する注記

賃貸等不動産の状況に関する事項

連結子会社である東和興産株式会社では、愛知県名古屋市その他の地域において、賃貸用

の倉庫（土地を含む）を有しております。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は次の

とおりであります。

賃貸等不動産時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の時価

（百万円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

511 △1 509 544

　（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除し

た金額であります。

　（注２）当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額（指標等を用いて

調整を行ったものを含む）です。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 521円05銭

２．１株当たり当期純利益 25円27銭

算定上の基礎は次のとおりであります。

親会社株主に帰属する当期純利益 2,022百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 2,022百万円

普通株式の期中平均株式数 80,040千株
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Ⅷ.重要な後発事象に関する注記

（株式併合等）

当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、会社法第195条1項の規定に基づき、単

元株式数の変更に係る定款の一部変更について決議するとともに、平成29年６月28日開催予

定の第115期定時株主総会に、株式併合に関する議案を付議することを決議いたしました。

１．単元株式数の変更の理由及び株式併合の目的

全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月１日まで

に、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しておりま

す。当社も、東京証券取引所に上場する会社としてこの趣旨を尊重し、当社株式の売買単位

（単元株式数）を現在の1,000株から100株に変更することといたします。

この変更に併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（５万円以上50万円

未満）を維持することを目的として、株式併合（10株を１株）を実施します。

２．単元株式数の変更

変更の内容

平成29年10月１日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いた

します。

３．株式併合

（１）併合する株式の種類

普通株式

（２）併合の方法・比率

平成29年10月１日をもって、同年９月30日（実質上９月29日）の最終の株主名簿に記録

された株主様の所有株式について10株を１株の割合で併合いたします。

（３）併合により減少する株式数

併合前の発行済株式総数（平成29年3月31日現在） 83,444,057株

併合により減少する株式数 75,099,652株

併合後の発行済株式総数 8,344,405株

（注）「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済

株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。

（４）併合後の発行可能株式総数

本株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、本株式併合の割合に応じて、発行可能

株式総数を減少します。

併合前の発行可能株式総数（平成29年3月31日現在） 150,000,000株

併合後の発行可能株式総数 15,000,000株

４．１株当たり情報に及ぼす影響

本株式併合が当期首に実施されたと仮定した場合の、当連結会計年度における１株当たり

情報は以下のとおりです。

１株当たり純資産額　　　5,210円51銭

１株当たり当期純利益　　　252円69銭
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貸　借　対　照　表

（平成29年３月31日現在）
（単位：百万円）

科　　　　　　目 金　　　額 科　　　　　　目 金　　　額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

その他の無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

保 険 積 立 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他 の 投 資

貸 倒 引 当 金

投 資 損 失 引 当 金

22,532

1,463

377

2,461

11,883

499

1,143

1,093

502

1,838

595

674

△0

29,858

11,022

2,459

296

5,462

10

907

1,207

631

46

502

283

219

18,334

6,758

6,466

5,104

129

72

384

△28

△552

流 動 負 債 13,674

電 子 記 録 債 務 2,949

買 掛 金 5,451

１年内返済予定長期借入金 740

未 払 金 453

未 払 費 用 1,239

未 払 法 人 税 等 192

賞 与 引 当 金 1,253

役 員 賞 与 引 当 金 53

製 品 保 証 引 当 金 39

株 主 優 待 引 当 金 41

営業外電子記録債務 352

そ の 他 の 流 動 負 債 908

固 定 負 債 8,914

長 期 借 入 金 7,045

繰 延 税 金 負 債 727

退 職 給 付 引 当 金 510

そ の 他 の 固 定 負 債 632

負 債 合 計 22,589

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 28,653

資 本 金 8,545

資 本 剰 余 金 7,473

資 本 準 備 金 7,306

そ の 他 資 本 剰 余 金 167

利 益 剰 余 金 13,525

利 益 準 備 金 1,097

そ の 他 利 益 剰 余 金 12,427

配 当 準 備 積 立 金 500

固定資産圧縮積立金 107

別 途 積 立 金 8,130

繰 越 利 益 剰 余 金 3,690

自 己 株 式 △891

評価・換算差額等 1,148

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,148

純 資 産 合 計 29,801

資 産 合 計 52,391 負 債 及 び 純 資 産 合 計 52,391

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 56,834

売 上 原 価 49,459

売 上 総 利 益 7,374

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,583

営 業 利 益 790

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,189

そ の 他 の 営 業 外 収 益 93 2,282

営 業 外 費 用

支 払 利 息 51

為 替 差 損 160

そ の 他 の 営 業 外 費 用 5 217

経 常 利 益 2,856

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 3

投 資 有 価 証 券 売 却 益 333

新 株 予 約 権 戻 入 益 37 375

特 別 損 失

減 損 損 失 18

固 定 資 産 売 却 損 3

固 定 資 産 除 却 損 80

投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額 351

関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 61

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 0

課 徴 金 等 592 1,109

税 引 前 当 期 純 利 益 2,122

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 294

法 人 税 等 調 整 額 △76 217

当 期 純 利 益 1,904

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで )

　（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰余金
合 計

配当準備
積 立 金

固定資産
圧 縮
積 立 金

特別償却
準 備 金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成28年４月１日
期 首 残 高

8,545 7,306 167 7,473 1,097 500 110 0 8,130 2,267 12,106 △405 27,719

事業年度中の変動額

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 △0 0 － －

固定資産圧縮積立金の
積 立

－ －

固定資産圧縮積立金の
取 崩

△3 3 － －

剰 余 金 の 配 当 △485 △485 △485

当 期 純 利 益 1,904 1,904 1,904

自己株式の取得 △485 △485

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の
変 動 額 合 計

－ － － － － － △3 △0 － 1,423 1,419 △485 933

平成29年３月31日
期 末 残 高

8,545 7,306 167 7,473 1,097 500 107 － 8,130 3,690 13,525 △891 28,653

評価・換算差額等

新 株
予約権

純資産
合 計

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

平成28年４月１日
期 首 残 高

695 695 37 28,452

事業年度中の変動額

特別償却準備金の積立 －

特別償却準備金の取崩 －

固定資産圧縮積立金の
積 立

－

固定資産圧縮積立金の
取 崩

－

剰 余 金 の 配 当 △485

当 期 純 利 益 1,904

自己株式の取得 △485

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

453 453 △37 415

事業年度中の
変 動 額 合 計

453 453 △37 1,348

平成29年３月31日
期 末 残 高

1,148 1,148 － 29,801

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式…総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの………………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法によ

り算定）

時価のないもの………………総平均法による原価法

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、半製品、原材料…………総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛品……………………………個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品……………………………最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）

４．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産………………………

（リース資産を除く）

定率法によっております。なお、取得価額が10万円以上

20万円未満のものについては、法人税法の規定に基づき

３年間で均等償却する方法を採用しております。

無形固定資産………………………

（リース資産を除く）

定額法によっております。ただし、ソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

リース資産…………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産については、リース期間を耐用年数として、残存価額

を零とする定額法を採用しております。
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５．引当金の計上基準

貸倒引当金………………………売上債権及びその他の債権について貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

投資損失引当金…………………関係会社に対する投資に伴う損失に備えるため、その財政

状態等を勘案して損失見込額を計上しております。

賞与引当金………………………従業員賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金…………………役員に対して支給する賞与に備えて、支給見込額のうち、

当事業年度に負担すべき額を計上しております。

製品保証引当金…………………製品のアフターサービスに対する支出に備えるため、過去

の実績を基礎にして発生見込額を計上しております。

株主優待引当金…………………株主優待制度に伴う支出に備えるため、過去の使用実績率

等に基づき、発生見込額を計上しております。

退職給付引当金…………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末

において発生していると認められる額を計上しております。

過去勤務費用については、その発生時の使用人の平均残存

勤務期間内の一定の年数（15年）による按分額を費用処理

しております。数理計算上の差異は、発生時の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により、発

生年度の翌期から費用処理することとしております。

６．重要なヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理により会計処理を行っております。なお、為替予約の付されている外貨

建金銭債権については振当処理を行っております。また、金利スワップについて特例処理

の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。

７．消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

８．追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28

年３月28日）を当事業年度から適用しております。
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Ⅱ．貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

　該当事項はありません。

２．有形固定資産の減価償却累計額 49,119百万円

３．保証債務

子会社の金融機関からの借入金に対する債務保証 1,250百万円

４．関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 2,688百万円

５．関係会社に対する金銭債務

短期金銭債務 397百万円

Ⅲ．損益計算書に関する注記

１．関係会社との取引高の総額

(1) 関係会社との営業取引による取引高の総額 8,258百万円

　　売上高 4,951百万円

　　仕入高 3,306百万円

(2) 関係会社との営業取引以外の取引による取引高の総額 2,009百万円

２．減損損失

場所 用途 種類
減損損失金額

（百万円）

滋賀県東近江市
滋賀製作所

遊休資産 機械及び装置 18

　合計 18

　資産のグルーピングは、事業別など管理会計上の区分を考慮して決定しております。

　当該グルーピングに基づき、減損会計の手続きを行った結果、遊休資産につきましては、

将来の使用見込のない遊休資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、当該資産グループの回収可能価額は、

備忘価額により評価しております。

３．課徴金等

　自動車部品（ラジエータ他）の販売に関し、欧州・カナダの行政または司法当局において、

独占禁止法関連の調査が進行しており、前事業年度及び当事業年度におきましては、当該調

査関係費用等を特別損失として計上しております。
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Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株 式 数 ( 千 株 )

当 事 業 年 度
増加株式数(千株)

当 事 業 年 度
減少株式数(千株)

当 事 業 年 度 末
株 式 数 ( 千 株 )

自 己 株 式

普 通 株 式 1,302 2,522 － 3,825

計 1,302 2,522 － 3,825

Ⅴ．税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

減価償却資産償却超過額 151百万円

たな卸資産評価損 16百万円

投資有価証券評価損 1,884百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 385百万円

製品保証引当金損金算入限度超過額 12百万円

未払社会保険料（賞与分） 54百万円

役員賞与引当金 16百万円

退職給付引当金 155百万円

減損損失 16百万円

外国税控除 59百万円

繰越欠損金 1,122百万円

その他 410百万円

小計 4,285百万円

評価性引当額 △3,074百万円

繰延税金資産合計 1,210百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 504百万円

固定資産圧縮積立金 47百万円

退職給付信託返還有価証券 791百万円

繰延税金負債合計 1,342百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △132百万円

（注）繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれています。

流動資産－繰延税金資産 595百万円

固定負債－繰延税金負債 727百万円
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Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記

属性
会社等

の名称

議決権等の

所有(被所

有)割合(%)

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

（百万円）
科目

期末残高

（百万円）

子会社 TRM LLC 75.0
営業上の

取引

債務保証

保証料の受入(注)

192

0

-

-

-

-

子会社
T.RAD Czech 

s.r.o.
90.0

営業上の

取引

債務保証

保証料の受入(注)

1,058

0

-

-

-

-

取引金額には消費税等は含まれておりません。

  取引条件及び取引条件の決定方針等

 (注)　当社は、TRM LLC、T.RAD Czech s.r.o.の銀行借入に対して債務保証を行っております。

　　 　なお、保証料は下記のとおりであります。

　　　 　　TRM LLC　　　　　　　　　　　　年率0.1％

　　　 　　 T.RAD Czech s.r.o. 　　　　　　年率0.1％

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 374円30銭

２．１株当たり当期純利益 23円80銭

算定上の基礎は次のとおりであります。

当期純利益 1,904百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円

普通株式に係る当期純利益 1,904百万円

普通株式の期中平均株式数 80,040千株

Ⅷ．重要な後発事象に関する注記

（株式併合等）

当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、会社法第195条1項の規定に基づき、単

元株式数の変更に係る定款の一部変更について決議するとともに、平成29年６月28日開催予

定の第115期定時株主総会に、株式併合に関する議案を付議することを決議いたしました。

１．単元株式数の変更の理由及び株式併合の目的

全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月１日まで

に、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しておりま

す。当社も、東京証券取引所に上場する会社としてこの趣旨を尊重し、当社株式の売買単位

（単元株式数）を現在の1,000株から100株に変更することといたします。

この変更に併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（５万円以上50万円

未満）を維持することを目的として、株式併合（10株を１株）を実施します。
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２．単元株式数の変更

変更の内容

平成29年10月１日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いた

します。

３．株式併合

（１）併合する株式の種類

普通株式

（２）併合の方法・比率

平成29年10月１日をもって、同年９月30日（実質上９月29日）の最終の株主名簿に記録

された株主様の所有株式について10株を１株の割合で併合いたします。

（３）併合により減少する株式数

併合前の発行済株式総数（平成29年3月31日現在） 83,444,057株

併合により減少する株式数 75,099,652株

併合後の発行済株式総数 8,344,405株

（注）「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済

株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。

（４）併合後の発行可能株式総数

本株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、本株式併合の割合に応じて、発行可能

株式総数を減少します。

併合前の発行可能株式総数（平成29年3月31日現在） 150,000,000株

併合後の発行可能株式総数 15,000,000株

４．１株当たり情報に及ぼす影響

本株式併合が当期首に実施されたと仮定した場合の、当事業年度における１株当たり情報

は以下のとおりです。

１株当たり純資産額　　　3,743円03銭

１株当たり当期純利益　　　237円97銭
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成29年５月15日

株式会社ティラド
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 向 出  勇 治 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 本  雄 一 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ティラドの平成28年４月１
日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社ティラド及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成29年５月15日

株式会社ティラド
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 向 出  勇 治 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 本  雄 一 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ティラドの平成28年
４月１日から平成29年３月31日までの第115期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行
った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第115期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役、執行役員等及び

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、執行役員、内部監査部門その他の使

用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると

ともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務

及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会

社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応

じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成

る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施

行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ

ステム）について、取締役、執行役員及び使用人等からその構築及び

運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況

について四半期ごとに報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する

ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関

する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

　　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

　　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

　　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。当該内部統制システムについて、事業報告の記載内容及び取締役

の職務の執行について、指摘すべき事項は認められません。

　　　なお、当社及び当社のグループ各社が、独占禁止法を含む法令遵守の

再徹底に引き続き取り組んでいることを確認しております。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

平成29年５月15日

株式会社ティラド　監査役会

常勤監査役 難 波 道 弘 

常勤監査役 渡 辺 　 博 

社外監査役 勝 田 正 文 

社外監査役 大 庭 康 孝 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

  期末配当につきましては、経営基盤の強化、将来の事業展開への備え等

を総合的に勘案して行いたいと存じます。なお、期末配当につきましては

会社を取り巻く環境が依然として厳しい情勢ではありますが、次のとおりと

させていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金３円といたしたいと存じます。また、この場

　合の配当総額は238,856,133円となります。

なお、中間配当金として１株当たり３円をお支払いしておりますので、

　当期の年間配当金は１株当たり６円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年６月29日といたしたいと存じます。

第２号議案　株式併合の件

１．株式併合を行う理由

　全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年

10月１日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一す

ることを目指しております。

　当社も、東京証券取引所に上場する会社としてこの趣旨を尊重し、当社株式

の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更するとともに、

証券取引所が望ましいとする投資単位の水準（５万円以上50万円未満）を維持

することを目的として、株式併合を行うものであります。

２．併合の割合

　当社普通株式につきまして10株を１株の割合で併合いたしたいと存じます。

　なお、株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定

めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数の生じた株主様に対して、

端数の割合に応じて分配いたします。

３．株式併合の効力発生日

　平成29年10月１日

４．効力発生日における発行可能株式総数

　15,000,000株
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５．その他

　本議案に係る株式併合は、第３号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承

認可決されることを条件といたします。

　なお、その他手続き上必要な事項につきましては、取締役会にご一任願いた

いと存じます。

第３号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　(1)公告閲覧の利便性の向上及び公告掲載費用の削減を図るため、当社の公告

方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をする

ことができない場合の措置を定めるものであります。

　(2)第２号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決されることを条件とし

て、株式併合の割合に応じて、発行可能株式総数を減少させるため、定款

第６条（発行可能株式総数）を変更するとともに、全国証券取引所におけ

る「売買単位の集約に向けた行動計画」への対応として、単元株式数を

1,000株から100株に変更するため、定款第７条（単元株式数）を変更する

ものであります。なお、本変更につきましては、第２号議案における株式

併合の効力発生日である平成29年10月１日をもって効力が発生する旨の

附則（効力発生日）を設け、同日をもって本附則を削除するものといたし

ます。

　(3)取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体

制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮するものでありま

す。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであり

ます。
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２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現　　行　　定　　款 変　　更　　案

第1条～第4条
（条文省略）

（公告方法）
第5条 当会社の公告は、東京都において発行
する日本経済新聞に掲載する。

（発行可能株式総数）
第6条 当会社の発行可能株式総数は、15,000
万株とする。

（単元株式数）
第7条 当会社の単元株式数は、1,000株とす
る。

第8条～第21条
（条文省略)

（任期）
第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までとする。
② 増員または補欠として選任された取締役の
任期は、在任取締役の任期の満了する時までと
する。

第23条～第43条
（条文省略）

（新設）

第1条～第4条
（現行どおり）

（公告方法）
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場
合は、東京都において発行する日本経済新聞に
掲載して行う。

（発行可能株式総数）
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,500万
株とする。

（単元株式数）
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。

第8条～第21条
（現行どおり）

（任期）
第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までとする。

（削除）

第23条～第43条
（現行どおり）

附則
（効力発生日）
第6条および第7条の変更は、平成29年10月1日
をもって、効力が発生するものとする。
なお、本附則は、当該変更の効力発生日の経過
後これを削除する。
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第４号議案　取締役７名選任の件

第３号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、当社の

取締役の任期は２年から１年となり、本総会終結の時をもって取締役全員（６

名）が任期満了となります。

つきましては第３号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件とし、経営

体制の強化を図るため、取締役１名を増員することとし、取締役７名の選任を

お願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

１

か

嘉
のう

納
ひろ

裕
み

躬
(昭和20年10月24日生)

昭和45年４月　当社入社

平成12年６月　同　取締役

　　　　　　　CoPAR Inc.（現T.RAD North 

America,Inc.）取締役社長

　　　　　　　兼　北米営業部長

平成14年６月　同　常務取締役

　            米国・欧州事業担当

平成20年４月　同　代表取締役社長（現任）

201千株

２
やま

山
がた

形
かん

勘
じ

司
(昭和31年８月14日生)

昭和54年４月　当社入社

平成14年４月　同　八日市（現滋賀）製作所

　　　　　　　生産部長

　　　　　　　兼　工機部長

　　　　　　　兼　アジア事業推進室　主管

平成15年１月　同　生産技術開発センター所長

平成16年６月　同　取締役　　　　　　　　　　

　　　　　　　生産技術開発センター所長

平成17年６月　同　執行役員　滋賀製作所長

平成20年７月　同　常務執行役員

平成21年６月　同　常務取締役（現任）

平成29年２月　欧州事業管掌（現任）

86千株

３
もも

百
せ

瀬
よし

芳
たか

孝
(昭和32年12月７日生)

昭和56年４月　当社入社

平成13年10月　同　名古屋製作所　工場管理室長

平成14年７月　同　秦野製作所　工場管理室長

平成15年11月　同　秦野製作所　生産部長　　　

兼　工場管理室長

平成18年６月　同　執行役員　　　　　　　　　

T.RAD Czech s.r.o 取締役社長

平成20年７月　同　常務執行役員

平成21年６月　同　常務取締役（現任）

平成29年４月　北米事業管掌

　　　　　　　兼　営業、技術、品質担当

　　　　　　　(現任）

81千株
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

４
やま

山
ざき

﨑
とおる

徹
(昭和32年９月28日生)

昭和56年４月　当社入社

平成15年４月　同　商品開発センター[秦野駐在]

　　　　　　　部長

平成20年６月　同　秦野製作所長

　　　　　　　兼　生産管理部長

平成23年４月　同　滋賀製作所長

　　　　　　　兼　品質管理部長

平成23年７月　同　執行役員

平成27年１月　同　滋賀製作所長

　　　　　　　兼　名古屋製作所長

　　　　　　　兼　資材担当

　　　　　　　兼　調達本部長

平成27年４月　生産、TPS、TPM、業務開発、

　　　　　　　資材担当（現任）

平成27年６月　同　取締役（現任）

平成28年10月　国際事業部担当（現任）

（重要な兼職の状況）

東洋熱交換器（中山）有限公司取締役董事長

東洋熱交換器（常熟）有限公司取締役董事長

43千株

５
みや

宮
ざき

﨑
とみ

富
お

夫
(昭和52年９月16日生)

平成14年４月　本田技研工業株式会社　入社

平成14年８月　株式会社本田技術研究所　和光

　　　　　　　基礎技術研究センター　入社

平成21年10月　株式会社陣屋　入社

平成21年10月　株式会社陣屋　代表取締役

　　　　　　　（現任）

平成24年４月　株式会社陣屋コネクト　創業

平成24年４月　株式会社陣屋コネクト　代表取締

　　　　　　　役（現任）

平成26年６月　当社　社外取締役（現任）

０株

６

※
し

清
みず

水
ひろし

浩
（昭和22年９月11日生)

昭和51年６月　国立公害研究所（現環境研究所）

　　　　　　　入所

平成９年４月　慶応義塾大学　教授

平成25年４月　慶応義塾大学名誉教授（現任）

平成25年９月　株式会社e-Gle 代表取締役社長　

　　　　　　　（現任）

０株

７

※
かめ

亀
い

井
よう

洋
いち

一
(昭和31年10月16日生)

平成12年10月　弁護士登録（第二東京弁護士会）

平成12年10月　あさひ法律事務所　入所

平成19年１月　あさひ法律事務所パートナー就任

　　　　　　　（現任）

０株
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（注）１．※印は、新任の候補者であります。

２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．所有する当社の株式数には、役員持株会の持分が含まれています。

４．宮﨑富夫氏は社外取締役であります。

なお、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ておりま

したが、経営企画の担当業務を担う予定であり、会社法上の社外取締

役の要件に該当しなくなり、独立役員としての指定を解除する予定で

あります。

５．清水浩、亀井洋一の両氏は社外取締役候補者であります。

６．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

(1)清水浩氏は大学教授、工学博士としての豊富な専門知識と経験を当社

の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願い

するものであります。

また、亀井洋一氏は弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高

い法令順守の精神を有しておられることから、社外取締役としての職

務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであ

ります。なお、亀井洋一氏と当社の間には顧問契約があり、所属事務

所所定の顧問料を支払っております。

(2)当社は、清水浩、亀井洋一の両氏が社外取締役に選任された場合は、

東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

(3)社外取締役候補者清水浩、亀井洋一の両氏の取締役選任が承認された

場合、当社は両氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、社

外取締役が任務を怠ったことによって生じた当社に対する損害賠償

責任を法令に定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結

する予定であります。

第５号議案　取締役の報酬額改定の件

　当社の取締役の報酬額は、平成18年６月29日開催の第104期定時株主総会にお

いて年額250百万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、その後の経済

情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額350百万

円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内）と改めさせていただきたいと存

じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分

給与は含まないものといたしたいと存じます。

　なお、現在の取締役は６名（うち社外取締役は１名）でありますが、第４号

議案「取締役７名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は７名

（うち社外取締役は２名）となります。

以　上
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定時株主総会会場ご案内

会場　東京都渋谷区代々木三丁目25番３号
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル３階会議室

●交通
Ｊ Ｒ 線
京 王 線
小 田 急 線
東京メトロ丸ノ内線

…「新宿駅南口・西口」より徒歩15分

都 営 新 宿 線
京 王 新 線

…「新宿駅・新都心口」より徒歩７分

都 営 大 江 戸 線 …「都庁前駅・Ａ４出口」より徒歩７分

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮く
ださいますようお願い申しあげます。


